
 

募集期間 

 

 

 

 

令和６年１月１２日（金）から２月２２日（木）まで 

応募方法 
明治市民センター内または藤沢市ＨＰ「明治地区事業案
内」にある企画書にご記入の上、ご提出ください。 

提案資格 
●個人や団体についての制限はありません。 

●提案事業に関し、市、県、国から事業委託及び補助金を受けて

いるもの等は対象外となります。 

 

明治地区青少年ふれあいネットワークでは、学校（明治・羽鳥・八松小学校、明治・

羽鳥中学校）・家庭・地域が手を取り合いながら、子どもたちの健やかな成長を目指し

ています。みなさまから提案された企画は明治地区青少年ふれあいネットワーク会議

で審査し、採用を決定します。 

明治地区青少年ふれあいネットワーク 
（学校・家庭・地域 三者連携推進事業） 

お問い合わせ 明治市民センター 地域づくり担当 ☎０４６６（３４）３４４４ 

募集期間 



 

 

 
青少年の健全育成に関する企画を皆さんから広く募集します！ 

明治地区の子どもたちの成長を支えたいというあなた！ 

PTA の皆さんや、もちろん小・中学生の皆さんの企画も大歓迎！ 
 

 

※本事業は令和６年度予算の議会承認を前提としています。 

○ふれあいネットからの予算は、上限５万円です。（講師謝礼は上限５千円） 
 

○青少年の健全育成に良い影響のある事業をお願いします。 
 

○明治地区内で行われる事業、または明治地区の青少年が関わってい 

る事業にしてください。 
 

○提案者側で企画・運営ができること。 

※ふれあいネットとしてお手伝いできることの詳細については、電

話または来館にてお問い合わせください。 

提出書類＋プレゼンテーションにより選考 

※３月１３日（水）午後 （時間は個別に通知いたします） 

※※参加必須※※ 

 ↓   

選考を通過した企画については、４月から実施が可能です。 

ただし、予算の関係上、経費等をお渡しできるのは５月以降となります 

ので、あらかじめご了承ください。 
 

 

応募内容の条件 

審査について 

企画ってたとえば…？ 

・子どもたちにこんな経験をしてほしい！ 

・学校と家庭と地域をつなぐすてきな企画！ 

・地域でコンサートや演劇を開きたいな！ 

 

 


